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第２回ＲＤ最終処分場問題対策委員会 議事録 

平成 19 年 1 月 29 日

於：滋賀県農業教育情報センター

                               第３研修室（２階）

１． 

開会 

○司会 それでは、定刻になりましたので、第２回ＲＤ最終処分場問題対策委員会を

開催させていただきたいと思います。 

議事に入ります前に、まず会議の成立についてご報告申し上げます。本日出

席いただいております委員の数は 13 名で、委員総数の半数を越えております

ので、ＲＤ最終処分場問題対策委員会設置要綱第５条第２項に定める当委員会

の成立要件を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 次に、前回ご都合がつかず、本日初めてご出席いただきました委員を紹介さ

せていただきます。 

 京都大学大学院法学研究科教授の岡村周一委員です。 

 ○岡村委員 岡村でございます。前回は、ちょっと体調不良で欠席させていただきました。

大学では行政法を専攻いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。

 ○司会 京都大学大学院地球環境学堂助教授の勝見武委員です。 

 ○勝見委員 京都大学の勝見と申します。資料にありますように、地球環境学堂というと

ころにおりますが、土木工学の出身で、地盤工学を専門にしております。よろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

２．議題 

（１） 

対策委員

会 

○司会 どうかよろしくお願いいたします。 

また、島田禮介委員がご都合により辞任を申し出ておられます。現在、解職

の手続中でありますので、ご報告させていただきます。 

 なお、前回、委員長の選出が見送られましたので、本日も委員長が選出され

るまで、私、最終処分場特別対策室の上田でございますが、事務局として司会

進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより対策委員会の議事に移らせていただきたいと存じます

が、まず議題（１）の対策委員会についてでありますが、委員長の選出につい

てご審議をお願いいたします。 

 これまでの経過も含めまして、事務局から説明をさせていただきます。 

○委員長

選出 

○中村室長 最終処分場特別対策室の中村でございます。私の方からこれまでの経過等に

ついてご説明させていただきます。 

昨年 12 月 26 日、第１回対策委員会におきまして委員長を選出することがで

きなくなりました。その中で今回の第２回対策委員会に送ることになったとい

う経過でございます。 

  その主な理由といたしましては、自己紹介をやっていただいたわけでござい

ますが、各委員の方々がどのような方であるかよくわからないといったご意見

が多かったように記憶しております。このため、委員会で委員からの提案もあ

りまして、各委員からこれまでの主な経歴などを教えていただき、委員紹介書

を事務局の方から配付させていただきました。先日お送りいたしました委員紹

介書では一部不足しておりまして、本日お配りしている委員紹介書をごらんい
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ただきたいと存じます。 

 また、委員長の選出につきましても、どのような方法で選出すべきであるか

につきまして、本日の第２回目の委員会でいろいろご議論いただく方法もあっ

たのですが、委員会の時間が限られているということもございまして、あらか

じめ各委員のお考えを伺うということで、別紙のご意見照会書を送らせていた

だきました。資料１の方につけさせていただいております。 

 資料１の中で、ご意見照会書ということで、各委員に送らせていただきまし

た。これにつきましては、委員長の選出について５つの方法を設定させていた

だいております。別紙と参考、両方見ていただきたいんですが、まず１番目と

しまして、きょうもご提示しております委員紹介書に基づいて投票により選出

するという方法、それから本日立候補いただきまして、その立候補者から投票

により選出する方法、３番目として、推薦委員会を立ち上げる。これは、対策

委員会の中で推薦委員を選任していただきまして、推薦委員会で何人かの方を

推薦いただき、その推薦いただいた委員の中から対策委員会で投票または協議

により選出してはどうかという方法、４番目として、対策委員会に選考委員会

を設置し、選考委員会の中で委員長候補を１人選考していただき、対策委員会

が承認し委員長を決定してはどうかという案、その他の方法についてもご意見

があればということで、求めさせていただいたところでございます。 

 その結果につきましては、最後のところに示させていただいております。１

番目の委員紹介書の内容を参考にして、投票により委員長を決定してはどうか

というのが３名の方、立候補を募り、投票により委員長を決定するというのが

５名の方、この５名のうち２名の方からは立候補者が複数であることが前提条

件であるという附帯意見をもらっているところでございます。３番目の推薦委

員会を設けてはどうかということについては、２名の方にご賛同をいただきま

した。１名の委員からは、推薦された委員以外に自薦者がある場合は含めて投

票するとの附帯意見をもらっているところでございます。４番目の選考委員会

を設置してということにつきましては、６名の委員からご賛同を得たところで

ございます。その他の方法といたしましては、各委員の１名推薦により、多い

者が委員会の承認で決定してはどうかというご意見でございます。それから、

特に意見がないというご回答も１名の方からいただいたところでございます。

以上でございます。 

 ○司会 ただいま事務局から委員長の選出についての経過や意見照会の結果につきま

して説明がありました。意見照会ではさまざまなご意見をいただきましたが、

最も多くの意見をいただきました選考委員会を設置し、そこで委員長候補を１

人選考し、対策委員会の承認を得て委員長を決定するというご意見に基づいて、

選考委員会を設置し、委員長を選出することとしてよろしいか、ご意見を承り

たいと思います。 

 ○池田委員 人数でいうと４番が一番多いわけですけれども、この手続で時間的にどれく

らい要するんでしょうか。既に１回済んでしまっていて、きょう２回目で、こ

ういうことばかり議論していると、ますます時間がもったいない気がするんで
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すけれども、どのくらいの時間の中でこれができるのかというあたりをご説明

いただきたいと思います。 

 ○中村室長 事務局といたしましても、池田委員のおっしゃることはもっともだというふ

うに考えております。それで、選考委員会につきましては、できるだけ効率的

にということで、30 分ぐらいをめどにご検討をお願いできないものかなと考え

ているところでございます。 

 ○司会 ほかの委員さん、ご意見ございませんか－－。 

ないようでございましたら、選考委員会を設置し、そこで委員長候補を１人

選考していただきまして、対策委員会の承認を得て委員長に決定するというこ

とでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」） 

   ご異議なしということで判断させていただきます。 

それでは、選考委員会を設置して委員長を選出することとさせていただきま

して、次に選考委員会の設置について、事務局案を説明させていただきます。

 ○中村室長 今お手元にお配りいたしましたのが、選考委員会の設置について、一番人数

が多かったということで、事務局の方で案として定めさせていただいたもので

ございます。 

内容でございますけれども、選考委員会につきましては、対策委員会の付託

を受けまして、この委員の中で選考委員会を設置するというのが１番目でござ

います。 

 ２番目の所掌事項は、当然のことながら対策委員長の選考に関すること。そ

の他対策委員長の選考に必要な事項に関すること。 

 それから、選考委員会の構成でございますが、既にご意見照会書、先ほどの

アンケートにも記載させていただきましたけれども、構成人数割合で算出して

はどうかということで、１つ目には、対策委員会の中で栗東市長が推薦する住

民と市の職員、これを地元といったような考え方のもとで、６名から２名選考

してはどうか。それと、学識経験者の方が 13 名いらっしゃるんですが、その

中から４名、おおむね３分の１程度の方々に選考委員会に入っていただけばど

うかという案でございます。 

 会議運営でございますけれども、選考委員会は、全委員の中からまず選考対

象委員を複数選出していただき、選考対象委員の中から最もふさわしい委員１

人を対策委員長候補に選出する。これは第２項と絡みまして、選考委員が前項

に規定する選考対象委員に選出されたときから、その委員は選考委員会に出席

することはできないということで、まず選考委員会の中で選考対象委員を複数

名選んでいただきたい。その選考対象委員が選考委員会のメンバーであります

と、やはり選考する上でいろいろ不都合もあるだろうといったようなことで、

選考対象委員に選ばれた場合につきましては、申しわけないですが、その選考

委員から外していただいた上で議論していっていただきたいと考えておりま

す。 

 それから、会議につきましては、非公開で別室でお願いしたいと考えている
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ところでございます。 

 以上でございます。 

 ○司会 ただいま事務局から選考委員会設置の案が示されましたが、このことにつき

ましてご意見やご質問はございませんか－－。 

ないようですので、対策委員会委員長選出のための選考委員会の設置につい

ては、提案のとおりとさせていただいてよろしいですか。 

  （「異議なし」） 

  ご異議なしとのことでございますので、提案のとおりとさせていただきま

す。 

 それでは、次に選考委員会の委員の選出についてでございますが、特に選び

方が決まっているわけではございませんので、住民代表と市職員のグループと

学識経験者のグループに分かれていただいて、皆さんで選考委員を相談してい

ただいたらどうかと思っておりますが、どうでしょうか－－。 

特に意見がないようでございますので、大変恐縮でございますけれども、住

民代表の方と市の職員さんはこちらの方へ、学識経験者の方は右側の方へお集

まりいただいて、立候補するなり推薦するなりの形で、学識経験者の方は４名、

住民代表と市職員の方は２名選出をしていただきたいと思います。 

  （選考委員の選考） 

  選考委員がそれぞれ決まりましたようですので、選出いただきました委員を

皆様にご報告させていただきます。 

 選考委員には、横山委員、髙橋委員、清水委員、岡村委員、伊藤委員、木村

委員、以上６名の方が決まりました。どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまから選考委員会を直ちに開催いたしたいと思いますので、

３階の情報管理室へ移動をお願いいたしたいと思います。対策委員会はただい

まより 30 分休憩させていただきます。再開は、選考の都合で遅れるかもしれま

せんが、２時 50 分を目安にさせていただきたいと思います。選考委員の皆様、

よろしくお願いいたします。 

  （休 憩） 

 ○司会 大変長らくお待たせいたしました。選考委員会が終了いたしましたので、対

策委員会を再開いたしたいと思います。 

それでは、選考委員会の代表の方から選出されました対策委員会委員長候補

者のご報告をお願いいたします。 

 ○横山委員 私から報告させていただきます。 

選考委員会の方々と相当議論をさせていただいて、特に対立も自由を束縛す

るような意見もなくて、非常にいい雰囲気の中で選ばせていただきました。最

初に２人の方を皆さんの総意の中から選考いたしまして、その２人のうち１人

の方を委員長に推薦しようということで大体合意をとれました。推薦されまし

た方が岡村委員でございます。岡村委員は、審議会、委員会等もたくさんある

と思いますけれども、我々としては、ぜひ委員長を引き受けていただきたいと

思っております。よろしくお願いします。 
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 ○司会 ご報告ありがとうございました。ただいまの報告のとおり、選考委員会にお

きましては対策委員会委員長候補者として岡村委員が選出されましたので、皆

様にお諮りいたしたいと思います。 

岡村委員に対策委員会委員長にご就任いただくことにつきまして、そのとお

りいってよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」） 

  異議なしとのことでございます。よって委員長に岡村委員が選出されまし

た。 

 これより対策委員会設置要綱第５条第１項の規定により、委員会の会議の議

長として、進行につきまして岡村委員長にお願いいたします。岡村委員長、委

員長席へお願いいたします。 

 大変恐縮でございますけれども、委員長の方にこれからの進行につきまして

私どもの方から説明をさせていただきますので、その時間をご猶予いただきた

いと思います。 

それでは、委員長、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副委員

長指名 

○岡村委員

長 

ただいま対策委員長にご選考いただきました岡村でございます。当初、この

委員を引き受けるときにはこういう話は全く聞いておりませんでして、完全に

想定外の話でございます。できれば辞退させていただきたいところですけれど

も、もう時間がありませんので、とにかく走り始めるしかないと思っておりま

すので、引き受けさせていただきます。 

 このＲＤ最終処分場問題は、大変難しい問題であるというふうに認識いたし

ております。私もこういう理化学的な知識は全くございませんので、委員の皆

様にご協力いただきまして、この対策委員会として十分に議論して、ご理解い

ただきまして、そして納得いただける対応策を提言してまいりたいと考えてお

ります。皆さん大変お忙しいと思いますけれども、この問題の一日も早い満足

のいく解決を目指しまして、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、シナリオに従いまして、まず副委員長の指名を議題といたします。

 副委員長は、対策委員会設置要綱第３条第４項の規定によりまして、委員長

が指名するということになっております。このＲＤ問題は、多岐にわたる大変

難しい問題と聞いておりまして、また皆さんも大変お忙しいと存じますので、

２名の方を指名させていただきたいと思います。 

 それでは、理工学的なたくさんの知識をお持ちの専門家の代表ということで

樋口壯太郎委員、住民の皆様の代表ということで木村利兵衞委員のお２人にお

願いしたいと思います。樋口委員と木村委員、よろしくお願いいたします。 

それでは、副委員長のお２人から一言ごあいさつをいただけますでしょうか。

 ○木村委員 委員長から指名を受けました木村でございます。頑張っていきたいと思いま

すので、どうぞ皆様方ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

○専門部

会委員 

○岡村委員

長 

樋口委員は、本日所用のために欠席でございます。 

それでは、次に専門部会委員の指名を議題といたします。 

指名   設置要綱第６条第２項の規定によりまして、委員長が専門的な知識を有する
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学識経験者の委員の中から指名するということになっております。残念ながら

私、専門的な知識もございませんので、この件につきましては、事務局から案

がありましたらご提案いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

  （事務局から委員長へ提案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

調査結果

と考察に 

 結構だろうと思いますので、この内容で皆さんにお配りください。 

 ただいまお配りいただきました表のとおり、江種委員、尾崎委員、勝見委員、

清水委員、樋口委員、横山委員の６名の方を指名させていただきたいと考えま

す。専門部会の皆さんには、大変お忙しいところを委員会とあわせて、両方お

願いすることになりますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。 

 また、設置要綱第６条第８項の規定によりまして、部会の会議には部会以外

の者の出席を求めることができるということになっておりますので、ほかの委

員の皆さんもそれぞれご専門の分野をお持ちの方もおられますから、部会への

ご出席をお願いする場合もあろうかと思いますので、その際はよろしくお願い

を申し上げます。 

 それでは、次の議題に入ります。議題（２）ＲＤ最終処分場問題におけるこ

れまでの調査結果と考察についてであります。 

まず、事務局から説明をお願いいたします。 

ついて ○中村室長 それでは、事務局の方からご説明させていただきます。資料につきましては、

お手元の方にＡ３の横書きが１部入っております。ＲＤ最終処分場問題におけ

るこれまでの調査結果と考察についてという資料２に基づきまして、ご説明さ

せていただきます。 

なお、前回、これまでの結果等につきまして資料をお渡ししております。別

途、正誤表という形でつけさせていただきましたが、結構分厚いものになって、

申しわけございません。一部分間違っているようなところがあるとか、本日の

考察につきましても、そういった観点でまとめていない部分もございましたの

で、追加資料等も含めて差しかえ資料をお配りしておりますので、あわせてご

らんになっていただきたい部分があるかもしれません。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、資料２に基づきましてご説明させていただきます。 

 今回の資料につきましては、本来ですと、専門部会の委員の先生方にこれま

でのデータをきちっと見せるといいますか、ご検討いただいた上で、考察とい

ったことを出すべきところですけれども、時間の関係で、今回の資料につきま

しては我々事務局、最終処分場特別対策室の中でこれまでの結果等を見据えて

考察したものであることをまずお断りさせていただきます。 

 まず、これまでの調査結果と考察の一覧表が１枚目、Ａ４判の縦書きに書い

ております。この資料は、処分場とその周辺環境の状況ということで、大きく

水とガスと廃棄物の問題に整理いたしました。 

 まず、水の問題でいきますと、表面水と浸透水と地下水、この３つに大きく

分けられるのではないかと考えております。 

 ＲＤ処分場集水域の分水嶺－－分水嶺というのもちょっと大げさかもしれ
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ませんが、集まってくる範囲は、西側にある山の尾根、西市道側のところより

もさらに雑木林になっている方向でございますが、あの山の尾根、それからＲ

Ｄ処分場南側の敷地境界－－工業技術総合センターとの境目、土地の改変によ

り新たに分水嶺になったと思われる東側の敷地、そういったところで降った雨

につきましては、基本的には経堂池に流れ込んでいると考えております。 

 ＲＤ処分場に降った雨につきましては、いわゆる廃棄物にしみ込みます浸透

水、地表面をつたう表面水がございますけれども、現在ＲＤ処分場は廃止には

至っていない、まだ中途半端な状態に置かれているため、表面水は廃棄物に触

れた水とか、既に覆土された上を流れてきた廃棄物に触れていない水がまざり

合っておりまして、その流れもはっきりとはしないという状態になっておりま

す。 

 下流の経堂池の水につきましては、農業用水として使用される可能性もある

といったことで、農業用水の基準と比較いたしますと、電気伝導度等幾つかの

項目については基準値を超過しておりますが、有害物質は確認されていないと

いう状況でございます。 

 したがいまして、表面水については最終的には、今後処分場に全面的な覆土

をするとか、排水路を整備するとか、表面水は廃棄物に触れないようにする必

要があるということで整理いたしました。 

 次に、浸透水でございます。この場合の浸透水の定義づけということで、雨

水等が廃棄物層へ浸透し、その層内に保有されている水を浸透水と定義する。

当然のことながら、廃棄物と接触しているため、廃棄物の影響を受けている水

というふうに認識しております。 

 浸透水は、採取する場所や時期により濁り、性状等は異なりますけれども、

この場合は濁りも含めた状態の分析によりますと、ヒ素、総水銀、鉛、ホウ素、

フッ素、シス－1,2 －ジクロロエチレン、ベンゼン、ダイオキシンといったも

のが検出されているという状況でございます。 

  このため、廃棄物の性状と浸透水の汚染関係、さらに浸透水の地下水への影

響等を明らかにいたしまして、周辺への影響を評価した上で対策を考える必要

があるのではないかということで整理いたしました。 

  次に、地下水でございます。処分場周辺の帯水層は、地下の深いものから順

にＫｓ０、Ｋｓ１、Ｋｓ２、Ｋｓ３、Ｋｓ４、さらに上に沖積層というものが

あるわけでございますが、それぞれの帯水層の間には遮水層と考えられる粘

土・シルト層が互層重なるような形になっております。経堂池付近や西側の谷

部に沖積層の砂層も存在しております。 

 地下水の下流側の観測井におきましては、ヒ素、フッ素、ホウ素、シス－1,2 

－ジクロロエチレン、ベンゼンなどの有害物質が検出されております。浸透水

が流入しているものと考えております。 

 このため、浸透水の地下水への影響、これは先ほど浸透水で申し上げました

逆の意味でございまして、汚染帯水層を特定した上で、地下水の汚染レベルや

汚染状況、地下水の流量や方向を解明いたしまして、周辺への影響を評価した
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上で対策を考える必要があるというふうにまとめさせていただきました。 

 水につきましては、表面水、浸透水、地下水、以上のような整理をさせてい

ただきました。 

 ガスでございます。今回、ＲＤ問題は硫化水素問題に起因しているというこ

とで、硫化水素に特筆して一文を設けさせていただきました。 

 平成 11 年に設置いたしました硫化水素調査委員会におきましては、硫化水

素の発生機構をいろいろ検討していただきました。その結果、石こうボードに

起因する硫酸イオン、それから段ボールとか木くずによる有機物、それらが雨

水により溶け出しまして、一定の区域に高濃度で共存することで酸素が消費さ

れ、嫌気性状態が形成されたために生成されたというふうに解明されておりま

す。これらの結果につきましては、国の方の施策の中で、石こうそのものにつ

いても安定型処分場への持ち込みは現在禁止されているという状況、そういっ

た面で反映されているところでございます。また、たとえ廃棄物層で硫化水素

が発生いたしましても、表層近くの好気的な状態であれば、硫化水素について

は硫化物となり、酸化状態にしてやることによって硫化水素は問題ないと考え

られます。 

 現在、処分場周辺で県、市がともに行っております継続的な監視の中では、

硫化水素は検出されている状況ではございません。 

 その他のガスについても、現状では処分場及びその周辺での臭気というもの

は確認されておりません。廃棄物層内のガス調査をいたしましたところ、 150

種のガスの存在が確認されましたが、処分場周辺のガス調査では周辺への影響

は認められなかったというのが、ガスの全体的な整理でございます。 

  それと、廃棄物の整理でございます。廃棄物につきましては、まず飛散、流

出ということが廃棄物処理法上も考えられるわけでございますが、現状で見て

います限りでは、覆土されている部分もございまして、それ以外のところにつ

いて比較的安定している状態ということで、飛散するおそれはないと見ており

ます。ただ、一部未整備の法面がございますし、覆土されていない箇所も当然

あるわけでございますので、今後整備する必要があると思っております。 

  次に、廃棄物の性状でございます。これまでの調査結果で見ます限りでは、

安定型品目でございます廃プラ、コンクリート、陶磁器くずなどを確認してお

ります。それ以外に、木くず、金属くずなどにつきましても混入が認められて

いました。 

  廃棄物を分析いたしましたところ、溶出試験ではフッ素、ホウ素、含有試験

では鉛、ダイオキシン類が土壌環境基準を超えて検出されましたが、特別管理

産業廃棄物になるような有害な産業廃棄物に該当するものはなかったという

状態でございます。 

  今後、廃棄物の性状が確認されていない区域を中心にして廃棄物調査を実施

し、廃棄物の性状を確かめ、浸透水の汚染状況との関係、浸透水から地下水へ

の影響を明らかにするとともに、必要な対策等を考えていきたいと思います。

  それから、違法埋立廃棄物に特化した考え方といたしましては、違法埋立廃
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棄物として西側平坦部においてドラム缶が確認されております。他の区域にお

いても存在する可能性があるため、今後廃棄物調査を行い、その調査結果によ

って対策を考えていきたいと思っております。 

  今申し上げましたＡ４の縦書きのものが、全体を通じての基本的な考え方で

整理したものでございます。 

  次に、横長のＲＤ最終処分場におけるこれまでの調査結果と考察でございま

す。 

  まず、この表の見方をご説明させていただこうと思います。資料は、これま

でのボーリング調査による結果を横軸に、平面的な区域、左の方から処分場北

西部の地下水下流方向、処分場南西部、処分場南東部というふうに大きく分け

ております。 

  処分場北西側といいますのは、地下水の下流方向でございまして、基本的に

は経堂池の方に流れていると先ほど申し上げました。その経堂池よりさらに下

流方向でのボーリング調査も行っております。それと、経堂池とＲＤ処分場の

間あたりに位置するところでも何本かのボーリングをやっておりますので、そ

の分をその欄に書かせていただきました。 

  処分場南西部と申しますのが、ＲＤ処分場の西市道側付近、ドラム缶の検出

された付近でございますが、旧地形の判読からしますと、隣接する山林地域か

らの地下水の影響も検討する必要がある区域という考え方で、この分を一つの

区域として整理いたしました。 

  処分場南東部と申しますのは、地下水の上流側ということで、ＲＤ処分場か

ら見ますと、県の工業技術総合センターから北尾団地のあたりを一つの区域と

して整理いたしました。 

  縦軸の方は、先ほど申し上げました地層のどの地層をねらって地下水をくみ

上げているかということで、ここで見ていただきますと、経堂池の上流部分で

古琵琶湖層Ｋｓ０層、一番深いところの水をとっているのが市 No.1 という観

測井戸であると、そういう見方をしていただきたいということでございます。

 同じように、古琵琶湖層Ｋｓ１＋Ｋｓ２帯水層ということで、このボーリン

グの結果につきましては、本来、ある帯水層だけを採水できるようにするとい

うこともあったんですが、これまでのボーリングの結果によりましては、Ｋｓ

１とＫｓ２両方の水をあわせてとっている井戸、県 No.3、市 No.9、県 No.4、

市 No.6 といった井戸が、そういう状態で現在採水できるようになっていると

いうことでございまして、個々の状況については後ほど説明させていただきま

す。 

 次のページをめくっていただきますと、それより浅い方向のＫｓ２帯水層の

みをねらったものが、その横に書いているだけの井戸でございます。さらに浅

い古琵琶湖層Ｋｓ３帯水層について採水できるようにしたものが市 No.5、それ

から沖積層からとれるようにしてあるのが市 No.4 と、そういった場所の関係

でマトリックスを整理したものでございます。 

 それでは、簡単にこの中身についてご説明したいと思います。 
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  まず、最初のＡ３の横書きを見ていただきたいんですが、経堂池上流のとこ

ろで古琵琶湖層Ｋｓ０帯水層をねらった市 No.1 の状況でございます。ｐＨに

つきましては 8.3、ＥＣは電気伝導度ですが、何をはかっているかといいます

と、水の中に溶けているいわゆるイオン体、電気を流すようなイオンがどのく

らいあるかといったものの目安というふうに理解していただきたいんですが、

それが 18.6mS／ｍという値でございました。括弧書きがトレーサー試験前の平

均値ということで、かつてこの場所につきましては、地下水の流れを見るため

に塩化ナトリウムをその中で溶かし、それが減っていくことにより地下水の流

量を測定しましたが、現在もまだ、たしか 30 幾つぐらいの値が出ておりまし

て、それ以前の値は 18.6 といったような数字でございました。 

 それから、超過項目といたしまして、ヒ素（１－１／13）と書いております

が、これの見方としては、下の方に書かせていただいております。この場合で

すと、ヒ素は 13 検体について分析しました、うち１検体で検出されました、

その１検体は基準値を超過しましたという見方でございます。フッ素につきま

しては、８検体分析しました、うち７検体で検出されました、うち２検体がそ

の基準を超えていましたというふうに見ていただきたいと思います。 

 電気伝導度は比較的低い状態ということで、Ｋｓ０層はＧＬ－－通常の地面

の高さから 71ｍ下の地層でございまして、その帯水層の上部には 38ｍの粘土

層があるということから、ＲＤ処分場の影響はまず受けていないのではないか

と言われるような場所でございます。 

 ただ、そういった場所についてもヒ素、フッ素等が検出されるということで

ございまして、他の滋賀県内の地下水調査の状況から見ましても、ヒ素、フッ

素については自然由来の可能性があると。これにつきましても今後検討する必

要があると考えております。 

 もう１つ、トレーサー試験は平成 13 年９月に行ったわけでございますが、

それ以前の 18.6 というような数字を見ていきますと、ＲＤ処分場の影響を受

けていないと思われる周辺井戸とほぼ同程度の値であったということが確認

されております。 

 それから、処分場周辺の他の区域で確認されている火山灰層と同一であるか

確認する必要がある。これは火山灰層が一つの目安になりまして、火山灰層を

基準に、その上にどういう層が積み重なっているかと。火山灰層が区域によっ

てほぼ同じ時期に同じように積もったということが想定されますので、そうい

ったものを基準として考えていく必要があるという意味でございます。 

 これがここに書かせていただいた内容でございまして、全体を通して個々に

すべて説明いたしますと時間の関係もございますので、以降につきましては、

要点のみ説明させていただこうと思います。 

 次に、処分場南西部の古琵琶湖層Ｋｓ１＋Ｋｓ２帯水層の関係でございま

す。 

 処分場南西部につきましては、県 No.3、市 No.9、市 No.3、市 No.9 が該当す

るわけでございますが、電気伝導度は 15、19 という値で、いずれも自然的な
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水質といいますか、電気伝導度で見る限りにおいては余り影響を受けていない

ような数値になっております。 

 ただ、県 No.3 におきましては、ヒ素が 42 検体中 17 検体で検出され、11 検

体が基準を超えているといったような状況でございまして、ダイオキシンにつ

いても、15 検体中 14 検体で検出され、５検体が基準をオーバーしていたとい

うことでございます。そういったことから、県 No.3 については幾つかの問題

があるとはいうものの、電気伝導度から見ますと、処分場の影響を受けていな

い可能性もあるといった、ちょっと異質な要素もあるということでございまし

た。 

  もう１つ、これらの観測井は、Ｋｓ２帯水層のみの地下水である市事前 No.2、

市事前 No.7 に近接しているが、電気伝導率の値に大きな差がある。これは何

かと申し上げますと、１枚めくっていただきました処分場南西部の欄の一番上

のもの、これは市事前 No.2 と市事前 No.7 の値でございますけれども、ここの

電気伝導度は 265 とか 129 ということで、非常に電気伝導度の高い水といっ

たことになっております。ただ、県 No.3 は、Ｋｓ１とＫｓ２の混合した水を

とっているということで、もしもＫｓ２の影響が大きければ、電気伝導度がも

っと高くあってもいいはずというふうに思うんですけれども、低い値であると

いうことで、このあたりについては専門部会等の中でご相談させていただくこ

とになるのかなと思っております。 

  とにもかくにもＫｓ１とＫｓ２両方を混合して測定する井戸しか現在持っ

ておりません。Ｋｓ１だけの採水井戸がございませんので、Ｋｓ１の水質がど

ういう状況であるかといったことにつきましては、観測井を設けてモニタリン

グする必要があるのではないかと考えております。 

 それから、地下水の上流部ということで、県 No.4、市 No.6 がございます。

電気伝導度は 22、６といったようなことで、非常に低い値になっておりますが、

それでも県 No.4 については、ヒ素が 17 検体中 11 検体検出、４検体が基準を

超えた、フッ素についても 12 検体中７検体で検出されたといったようなこと

でございまして、ヒ素、フッ素につきましては今後検討していく必要があるの

ではないかと思っております。 

  以上が１枚目でございます。 

  ２枚目の古琵琶湖層Ｋｓ２帯水層では、先ほどのまざっているものではなし

に、Ｋｓ２層のみから採水できるようにした井戸が結構たくさんございまし

て、経堂池下流には、市 No.7、市 No.3 という井戸がございます。ここで特筆

すべきは、市 No.3 からは総水銀が絶えず検出されているということでござい

まして、超過物質としては、30 検体中 30 検体で検出され、そのすべてが基準

を超えているといったような水銀汚染が顕著に見られる場所でございます。そ

ういった問題から、総水銀に着目して整理したものが下の考察欄の中でござい

まして、市 No.3 から検出されている総水銀につきましては、ろ過後も検出さ

れている。いわゆる溶けている状態の水銀であるということだろうと思いま

す。ほかの井戸、これよりもさらに上流部から検出されている総水銀について
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は、ろ過後については検出されない。いわゆる粒子状のＳＳ成分に起因する総

水銀ではないかと見られるものでございまして、市 No.3 の総水銀とそれ以外

の総水銀の性状については、今後検討する必要があるのではないかと思ってお

ります。 

 それから、経堂池上流では、県 No.9、県 No.1、市 No.8、市 No.10 というこ

とで、場所は離れている分がございますが、４つの採水井戸で採水しておりま

す。特に県 No.1 におきましては、シス－1,2 －ジクロロエチレンについては

22検体中22検体で検出され、うち19検体が基準を超えているといったことで、

自然界で発生するものではなしに、この場所等々から考えますと、ＲＤ処分場

から発生したものではないかと考えております。 

  その下の方に、よくわからない内容についても考察の中で書かせていただき

ました。県 No.1 と市 No.8 は、井戸の間隔でいきますと２ｍ程度しか離れてい

ないという状況でございますが、水質については大きな差が見られるというこ

とから、この原因については今のところわかっていないという状況です。いず

れも電気伝導度につきましては、経堂池下流も 96、99、経堂池上流でも 215、 

168、市の井戸で 57、98 と、これまで影響を受けていないと思われる 10 幾つ

とかいうような数字からいきますと、比較的大きい値ということで、何らかの

影響を受けている可能性はあるだろうと見ております。 

  それから、処分場南西部でございます。西市道側付近というふうにイメージ

していただく方がわかりやすいのかもしれないんですが、市事前 No.2、市事前

No.7 についても、電気伝導度が 265、 129 と比較的高い値になっているとい

うことでございます。 

  この中で、先ほど申し上げました水銀の関係では、同じ帯水層の中で上流部

に当たりますので、市事前 No.2 は、総水銀が６検体中１検体、１検体が基準

を超えているという状況でございます。同じく市事前 No.7 については、総水

銀が６検体中１検体で検出され、その１検体が基準を超えているということで

ございます。ただ、このデータにつきましては、ＳＳが測定されなかったとい

う状況のもとで、この原因については判然としないということでございます。

  それから、地下水上流部の処分場南東側でございますが、県 No.2 という井

戸がございまして、電気伝導度 18 ということで、比較的影響を受けていない

場所ではなかろうかというふうに見ております。 

  Ｋｓ２のところで整理いたしますと、考察の下の方に横長で書いております

が、経堂池下流、経堂池上流、処分場南西部を含めまして、電気伝導度が高く、

処分場の影響を受けている可能性が高い、そういった場所ではないかというふ

うに整理いたしました。シス－1,2 －ジクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、ベンゼンなどの一般に自然界に存在しない有害物が検出されていることか

ら、処分場からの影響の可能性があるのではなかろうか。それから、ヒ素とＳ

Ｓ、鉛とＳＳの相関関係グラフから、ヒ素、鉛はＳＳとの相関関係があるので

はないかということを、この水域では見ているということでございます。フッ

素の濃度等につきましては、環境基準を超過または検出されておりますけれど
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も、滋賀県内の地下水調査の結果を見てみますと、自然由来の可能性があると

いうことで、今後検討する必要があると思っております。 

  次に、その下の古琵琶湖層Ｋｓ３帯水層でございます。市 No.5 ということ

で、経堂池の下流に位置し、比較的浅いところですが、ＥＣ－－電気伝導度が

比較的低いといったことで、この数字だけでいきますと、ＲＤ処分場の影響を

受けていないと思われる同程度の値といったことで、これについても何らかの

原因、いい方の原因というのも変な言い方ですが、そういったものも考える必

要があるのかなと見ております。 

  それから、沖積層の砂層も、経堂池下流では電気伝導度が 38、経堂池上流の

市No.2では 194ということで、市No.2については電気伝導度も高いことから、

処分場の影響を受けている可能性が高い。 

  それからｐＨが高いというのが、それら以外について特筆される点でござい

ます。これにつきましては、ＲＤ処分場の中にあったいわゆるアルカリ性の物

質等を撤去させたわけでございますけれども、そういったものがまだ地下水へ

影響を及ぼしているというふうに見ていくべきではないかと思っております。

  それ以外のものといたしまして、ベンゼン等が検出され、処分場からの影響

の可能性ということもここで書かせていただきました。 

  ヒ素、フッ素等につきましても、自然由来の可能性といったことから、検討

する必要があるというふうに整理いたしております。 

  なお、マトリックスの中で斜めの線が入っている部分につきましては、その

地域の下の方を見ましても、そういった帯水層が存在しないと思われるとこ

ろ、具体的に申し上げますと、２枚目の処分場南西部のＫｓ３帯水層について

は恐らく存在しないだろうということで、斜めの線を入れさせていただいてお

ります。空欄の部分につきましては、帯水層はあるだろうけれども、その部分

については調査していない場所ということでございます。 

  以上が地下水の状況でございまして、引き続きまして、縦長Ａ３の用紙で廃

棄物の整理と浸透水の整理を申し上げたいと思います。もう１部、ＲＤ最終処

分場問題におけるこれまでの調査結果と考察について（参考資料) というのが

お手元にあると思います。この一番後ろから２枚目にカラーで区域割りをした

ものがあると思いますが、これに基づいて場所等について、ご説明させていた

だきたいと思います。 

 ＲＤ処分場はこれまで幾つかの調査をしてきております。その中では、硫化

水素の問題が発生したときに、表層ガス調査を行ったこともございますし、硫

化水素の発生問題で直径 1.5ｍのケーシングを打ち込んで、その中の廃棄物を

調べたものもございます。また、改善命令ということで、北尾団地側のごみを

移動させる、それから深掘りの場所からの浸透水の漏出を防ぐといったことか

ら、深掘り箇所の廃棄物を移動させ、もとへ戻させたと、廃棄物についても幾

つかの調査をしてきたわけでございます。そういったものの区域と調査につい

て整理したものでございます。 

  まず、Ａ３の縦の方で見ていただきますと、Ａ－１区域（東側）、Ａ－２区



 14

域（西側）ということで、廃棄物調査区域概略図によりますと、青色で示した

場所付近、ざっとした場所でございまして、境目がどうかという議論は別にし

まして、その付近の調査をしたところというふうに見ていただきたいんです

が、Ａ－１とＡ－２につきましては、先ほど申し上げました硫化水素の発生原

因の調査の中で直径 1.5ｍのケーシングを打ち込み、廃棄物を確認したところ

でございます。硫化水素が発生する原因として、石こうボードといったものも

確認した場所でございます。その廃棄物をとりまして、土壌溶出試験、含有試

験を行いましたところ、溶出試験については土壌基準を超過する項目はなかっ

た、含有試験については鉛が土壌基準を超過したという状況でございます。こ

のときには、違反廃棄物については確認しておりません。ちなみに、これは平

成 13 年１月に調査した例でございます。 

  次に、Ｃ区域でございますが、Ｃ区域全体といたしましては、北尾団地側の

廃棄物を持ってくる場所ということで、持ってくる場所がどういう状態である

かといったことの事前確認のためにＶＯＣを測定しました。この調査につきま

しても、溶出試験については土壌基準を超過する項目はなかった、含有試験に

ついても土壌基準を超過する項目はなかったということでございます。 

  なお、浸透水といたしましては、この付近では、ヒ素、鉛、ホウ素、フッ素、

ダイオキシンが環境基準を超過して検出された場所でございます。 

  Ｃ－１区域につきましては、平成 18 年３月に調査したものでございまして、

３カ所ボーリング調査をしております。そういった中で、溶出試験としてはホ

ウ素、フッ素が土壌基準を超えておりますし、含有試験では鉛が基準を超過し

ているという状況でございました。 

 Ｃ－２区域につきましては、先ほど申し上げました改善命令による深掘り箇

所是正工事の関係で、廃棄物を移動させ、その廃棄物について一定サンプルを

とり、溶出試験、含有試験を行っております。溶出試験では土壌基準を超過す

るものはございませんでしたが、含有試験では鉛が土壌基準の 150 を超えて、

最大 210 といったような値も出てまいりましたので、そういったロットが検出

された部分につきましては、埋め戻す際に場所を特定し、粘土層でくるむよう

な形で埋め戻させたということでございます。 

  Ｄ区域につきましては、北尾団地側の上の方の横長の部分でございまして、

北尾側の廃棄物を移動させた後にＶＯＣモニター、それから検知管で測定いた

しまして、部分的に坪掘り調査を行いながら調査したものでございますが、溶

出試験、含有試験いずれも土壌基準を超過するようなものは確認できなかった

ということでございます。また、違反廃棄物についても確認できておりません。

  Ｅ区域につきましては、左下の沈砂池のある部分でございます。この場所に

は強アルカリの水が確認されたということで、原因究明のために掘削調査をさ

せた場所でございます。白色のセメント系廃棄物と思われるようものが原因と

いうことで、これについては撤去させたところでございます。溶出試験の中で

は金属等々、特に超過する項目はなかった、含有試験でも廃棄物そのものにつ

いては超過する項目はなかったということでございます。ただ、先ほど申し上
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げております地下水への影響がいまだに見られるということは、こういったと

ころのものがまだ残っているのではないかというふうに見ております。 

  それから、Ｆ区域はドラム缶が 105 本など検出された場所でございまして、

調査区域概略図でいきますと、右下の横長のところで、全体の幅が 120ｍ、そ

れぞれの奥行きが 10ｍ程度といった細長い部分でドラム缶を検出したわけで

ございます。ドラム缶の中身は、ほとんどはコールタールが固まったもの、一

部まだ固まっていないものも確認しております。それ以外のものといたしまし

ては、研磨材と思われるような金属くずと油のまざったもの、塗料系の固化物

が入ったもの等々、ドラム缶、一斗缶を含めて 175 本確認している場所でござ

います。 

 ドラム缶の内容物そのものを分析した結果も、そこに書かせていただいてお

ります。溶出試験ではカドミウム、鉛、フッ素が土壌基準を超過していた、含

有試験については、ダイオキシンが土壌基準を超過した検体もあったというこ

とでございます。 

  それから、ドラム缶の周辺の廃棄物と土壌についても分析しております。溶

出試験はフッ素が環境基準を超えている、含有試験としては、ダイオキシン、

鉛が環境基準を超過しているという状況でございました。 

 浸透水につきましては、そこに書いたような項目が環境基準を超えて検出さ

れたということでございます。 

  いずれも違法な廃棄物として、燃え殻等もある中で、ドラム缶については現

在ＲＤ処分場の上の倉庫に一時保管させておりますが、それらが埋まっていた

土壌につきましては、現状そのままということから、どういった区域が汚染区

域であるかといったことも今後ご検討いただきながら、ドラム缶については撤

去し、措置命令をかけているといったこともあるわけでございますが、適正な

処分をしていきたいと考えております。 

 最下段に、全体の状況を整理させていただきました。埋められていた廃棄物

は、上記に特記した以外は、ほとんどが廃プラスチック、ガラス、陶磁器くず、

ゴムくず、瓦れき類の安定型品目の許可品目で、さらにこれらに付着混入して

いたと思われる木くず、金属くずが確認された。特定有害産業廃棄物に該当す

るものは確認されなかった。中央部の上部平坦部の未調査区域、先ほどの調査

区域概略図で申しますと、Ｂ区域に該当するわけでございますが、この区域に

つきましては、一部県の調査、ＲＤが調査した部分も若干あるわけですが、全

体としてはあまり調査のできていない区域ではないかと思っております。 

  右の方に、不明、不足している事項ということで、廃棄物量を推定するため

の現況の平面図、測量をきちっとやる必要があるだろう。それから、廃棄物量

を確認したボーリング調査が少なく、廃棄物層を把握するために適切な場所で

ボーリング調査を行う必要があるだろう。その下は、先ほど申し上げましたＢ

区域の内容でございます。 

  以上が廃棄物の関係でわかったこと、それからまだ不明のところという形で

整理したものでございます。 
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  浸透水につきましては、浸透水分析によってヒ素、総水銀、鉛、ホウ素、フ

ッ素、シス－1,2 －ジクロロエチレン、ベンゼン、ダイオキシン類が環境基準

を超過して検出されたということで、これらについては最初のＡ４の縦書きで

もご説明させていただいたとおり、浸透水の分析結果、地下水の分析結果、地

層の状況等々からかんがみまして、どういった汚染があるのかといったことを

検討していく必要があるだろうと考えております。 

 ちょっと走りまして早口で申し上げまして、申し訳ございませんが、以上が

考察としてまとめさせていただいたところでございます。いずれにいたしまし

ても、先ほど申し上げましたとおり、うちの室としてまとめ上げたものでござ

いまして、この内容等につきましては、今後開催されます専門部会の中で一度

ご検討いただきたいと考えております。 

  以上です。 

 ○岡村委員

長 

ただいまの事務局の説明に対してご意見、ご質問がありましたら、お願いい

たします。 

 ○早川委員 ３点ほどあります。 

  １点目は、今説明いただいた縦長のＡ３の資料なんですが、ＣとかＦのとこ

ろでは違法廃棄物になっております。しかし、Ｄ区域のところだけは違反廃棄

物になっております。違法と違反というのは、使い分けていらっしゃるんでし

ょうか。それが１点目です。 

 それから、今のところにもかかわるんですが、全体のところで、確かに許可

品目がありますが、安定型処分場の場合は廃プラスチック類は 15cm 以下にし

なければいけないわけですね。ところが、あそこの処分場で発見されたプラス

チックはそんな細かいものではなくて、かなり大型のものばかりです。これは

違反でも違法でもないことはないので、その点についての認識はいかがかとい

うのが２点目です。 

３点目は、この対策委員会が立ち上がるときに、旧焼却炉の問題も取り上げ

るというふうに説明があったかと思うんですが、その説明が全くありませんで

した。先日、現地を見させていただいたときにかなり危険な状態で、一部分は

腐食して落ちているような部品もありましたが、その旧焼却炉の状況について

どのように認識されているのか、教えてください。 

 ○中村室長 ３点のご質問にお答えさせていただきます。 

  １点は、この表記の中での違反廃棄物と違法廃棄物の関係でございます。正

直申しまして、多分単なるミスではないかなと見ております。作業をした者に

確認いたしまして、間違いであれば、もう一度ご説明させていただこうと思い

ます。 

  それと、廃プラスチックが 15cm 以上もあるのではないかといったご指摘、

そのとおりでございます。法律上の当初の考え方でいきますと、そういったも

のが当然あるわけでございます。 

 ただ、今回の最終処分場におけるいろいろな問題、地下水の汚染、周辺環境

へ影響を及ぼすような違法な廃棄物、そういった観点の中で整理してきており
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まして、地下水汚染に起因するといった考え方のもとで、どういったものが影

響として考えられるかということで整理しております。埋め立てられた廃棄物

そのものにつきましても、そういった観点から整理したものでございまして、

形状、大きさ等々につきましては、今回のこの分については考えていない整理

の仕方になっているということでございます。 

もう１つ、旧焼却炉の問題でございます。埋立処分場の幾つかの問題の中で、

いわゆる地下水の汚染問題、それから今早川委員ご指摘の焼却炉をどうするの

かといった問題もあるわけでございます。全体といたしまして、最終段階で当

然のことながらそういった問題についても議論すべきであろうと思っておりま

す。ただ、それを今回の生活環境上の支障といったような観点からどういう形

で整理していくのかといったことは、今後委員会の中でご検討いただければと

いうふうに思っています。 

 ○早川委員 違法廃棄物が確認できなかったという表現は、誤解を及ぼすと思いますので、

今後気をつけて使っていただきたいと思います。 

性状に関しましても、例えば感染性廃棄物がプラスチックであった場合、そ

れがちゃんと処理した上で捨てられたのかそうでないのかによって、違法かど

うかということはわかりませんから、その辺については慎重にお願いいたしま

す。 

それから、これは前回も申し上げたことですけれども、表題が今回もこれま

での調査結果と考察についてという形になっておりまして、これがすべてであ

るかのような印象を与えます。もし地下水問題に関する資料だけだというので

したら、そのようにちゃんと明記した上での、限定した上での資料の制作をお

願いいたします。 

 ○中村室長 廃棄物の形状につきましては、ご指摘の医療系廃棄物もあったわけですが、

今そういった話を出すべきではないかのかもしれないんですが、法律の関係で

廃プラスチックとして埋めてもよかった時代があった。埋め立て期間内にはそ

ういう時期もあったということで、そういった整理の仕方の中で非常に難しい

話が出てくるのではないかなと思っております。 

先ほどの違法、違反につきましては、厳格に分けて記述するように、今回の

これにつきましてはこちらの誤りの中での整理でございました。 

  それから、この書き方についてでございますが、最初にも申し上げましたが、

最後にも申し上げました。本来ですと、こういった内容につきましては、専門

の方に目を通していただき、どういったところが問題で、どういったところが

わかった、わからぬのはここやといったようなご指摘をいただいた上で、資料

を提示させていただきたかったわけでございますけれども、残念ながら専門部

会の委員がきょう初めて決まったという中で、委員会を運営していく上で、ど

ういった内容を皆様方にお伝えするかといったことで、私どもに今ある範囲の

中でご説明させていただいたという経過でございまして、そういう状況をご理

解願いたいと思います。 

 ○當座委員 今説明していただいた中で、お伺いしたいところが何点かあります。 
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１ページ目の処分場とその周辺環境の状況のガス、硫化水素のところなんで

すけれども、周辺で県、市が現在行っている継続監視では、硫化水素は検出さ

れていないと。これは週に何回か周辺を回っていただいて、ガスが出ていない

ということだけであって、硫化水素のガスに関しては、地下で埋め立てられた

ところでのガスの量なり、どういう状況になっているかということは何もわか

らない状況にあるということですね。ガスに関しては、そのあたりを調べない

と、ただ覆土すれば大丈夫ですというような状況ではないと思います。 

続きまして、２ページ目、県 No.3 と市 No.9 が古琵琶湖層Ｋｓ１とＫｓ２帯

水層に当たるということで入れていただいていて、ボーリングの柱状図を見せ

ていただいたらそうだと思うんですけれども、電気伝導度が低いということで、

処分場の影響を受けているのかいないのかというところで、隣接する山林地域

からの地下水の影響も検討する必要があると書いておられます。特に県 No.3 に

関しては、Ｋｓ１とＫｓ２の２つの層の水を採水してきちっと見ていかないと、

この物質が処分場から来ているのかどうかという判断ができないと思います。

この井戸は一回埋まってしまったので、洗浄していただいて、何回も手を入れ

ているような井戸でもありますので、ダイオキシン、水銀、鉛、いろんな物質

が出てきているわけですので、調べていただけるような井戸を設置していただ

く必要があるんじゃないかと思っています。 

 ○早川委員 今の発言に補足します。栗東市の調査委員会の 2001 年 12 月に、調査によっ

て地下２ｍから 11 種類の有害ガスが発見されたということがしっかり記録に

は残っていますけれども、その件が完全にオミットされているのはどういうわ

けでしょうか。 

 ○中村室長 ガスの調査につきましては、まず當座委員からの、硫化水素を継続監視して

いて、それでは出ていないけれども、まだ中にはあるんじゃないのというご指

摘だと思いますが、そのとおりだと思います。 

  現状、処分場の中の温度をはかってみますと、まだ 40℃を超える部分もある

といった状況から見まして、嫌気的な発酵といいますか、そういった可能性は

十分考えられますので、そういったもとで発生するガスは十分あり得るだろう

と思っております。ただ、現状を見ています限りでは、そういったものが外へ

出ていっている形跡はないということに、今回の表現についてはとどめさせて

いただいております。 

  さらに、早川委員の 2001 年の調査の中でガスがあると。現状、廃棄物層の

中ですので、ガスというのは存在しているだろうと思います。そういったもの

がどのように周辺の生活環境に影響してくるのかといったような観点から、今

後専門部会等々の中でご判断といいますか、そのあたりのご意見もいただきた

いと思っているところでございます。 

  もう１つ、當座委員の方から、県 No.3 の井戸のことについて幾つかご指摘

がございました。この井戸につきましては、先ほど申し上げましたとおり、古

琵琶湖層のＫｓ１とＫｓ２の両方にまたがった形での採水地点になっている

ということから、私どもといたしましては、Ｋｓ１の水質がどういう状況であ
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るのかといったことにつきましてもぜひとも調べる必要があるのではないか

と思っております。 

正直なところ、県 No.3 につきましては、電気伝導度から見ます限りでは、処

分場の影響は余り受けていないような状況に見えるとはいうものの、重金属等

が比較的多く検出されているといったようなことで、こういった状況がどこか

らどういう状況のもとで出てくるのかといったことについても、現時点での私

どもの知識では及ばない部分がございますので、専門部会の委員の先生方にい

ろいろご検討をお願いしていきたいと考えているところでございます。 

 ○當座委員 県 No.3 のことなんですが、影響を受けていない可能性という話もありました

けれども、この２つの帯水層からの水が入り込んできて、電気伝導度とすれば

こういう値になっていると思いますし、今おっしゃったみたいにＫｓ１帯水層

の地下水を調べることで、今検出されている物質がどこから来ているのかとい

うこともはっきりしてくるんじゃないかと思います。 

ヒ素、フッ素の濃度が環境基準を超過または検出されているということで、

自然由来の可能性がある、今後検討する必要があると書いてくださっているん

ですけれども、それが本当に自然由来なのかどうかというところをどういうふ

うに検証するのか。ほかの部分でもそうなんですけれども、ヒ素が出ている、

それが環境基準を超えて問題だと。処分場が原因でそうなっているのか、そう

でないのかというのをどんなふうに明らかにするのかというのは、また専門部

会の方で考えていただけたらありがたいと思っています。 

  続いて、次のページの電気伝導度が高く処分場の影響を受けている可能性が

高いというところで、この表は、市 No.7 から市事前 No.7 のところまでがそう

いう状況だということなんでしょうか。県 No.2 は処分場の影響を受けていな

いということで、色が塗ってあるということなんでしょうか。 

 ○中村室長 まず、ヒ素とフッ素の検出が自然由来かどうか、そういったことについてど

う判断するのかというご指摘でございます。専門部会の中で今回のデータをす

べて提示させていただき、この値、それと周辺での地下水の水質状況等々から

ご判断といいますか、考えていただく話になるのかなと思っています。 

  ただ、私どもで見た限りでは、経堂池上流の市 No.1 の深さ 71ｍのところに

おいても、ヒ素が 13 検体中 11 検体、フッ素は８検体中７検体、そのうち２検

体が基準を超えているという状況を見ますと、地層と地質の関係の中でこの周

辺の状況等々を検討していく中である程度わかってくるのではないかという

ことを期待しているところでございます。 

もう１つ、２枚目の電気伝導度が高く処分場の影響を受けている可能性が高

い、それは市 No.7 から市事前 No.7 まで、県 No.2 についてはどうなのかといっ

たことでございますが、電気伝導度を見ます限り、18 というのが比較的低い値

ということで、埋立処分場からの影響というものが全くないとは申しません。

先ほどの県 No.3 の水質もあったわけでございますけれども、電気伝導度が低

い、処分場の影響は低いとはいうものの、幾つかの有害物質等が検出されてい

るということもございますので、この部分につきましても、どういった地層の
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もとで、こういった項目で基準を超えているのかといったことも含めまして、

専門部会の中でのご意見をいただき、判断していきたいということになるので

はないかと思っております。 

 ○當座委員 確かに電気伝導度は低いので、電気伝導度だけを見れば、処分場の影響が強

いのか弱いのかということは言えると思うんですけれども、県 No.2 にしてもダ

イオキシンが出ていると。これが自然由来というか、処分場の影響を受けてい

ないとは思えないので、またヒ素に関しては、40 回調べたうち 35 回出ていて、

30 回は基準を超えているというような部分では、ここだけがすごく高い値なん

ですね。ほかにもヒ素は出ているんですけれども、そこら辺で自然由来なのか

処分場由来なのかといったときに、果たして地層だけで判断できるのかという

のは、あやふやなというか、私たちにとってはわかりづらいような部分がある

ので、もう少し検証できるようなことを考えていただけたらありがたいなと思

っています。 

 ○横山委員 No.2 のボーリングについては、上の方で採水した場合には比較的きれいで、

一番底、20cm か 30cm はベーラーでとりますと、非常に汚い水が入っておりま

す。したがって、それは栗東の資料のどこかに出てくると思いますが、No.2 と

いうのは、恐らく重たい水が下にあって、上に周辺から来る水があって、ポン

プでくんだり、上の方で水をくんだりすると、電気伝導度が低いおそれがあり

ます。地下水の場合は、ある層を境にして地下水が違っている場合には、別々

の結果が出ることがありますので、No.2 についても、また専門委員会でも言い

ますけれども、今のところでははっきりした結論をつけるわけにはいかないと

思います。井戸の構造とちょっと関係があるのではないかと思います。 

  それから、ヒ素やフッ素が自然由来かどうかということは、恐れ入りますが、

滋賀県の古琵琶湖層群の井戸のデータがありましたら、次回でも、専門委員会

までにでも結構ですが、用意していただけるとありがたいと思います。 

 ○中村室長 承知いたしました。そういった形での資料を準備させていただきます。 

 ○岡村委員

長 

よろしくお願いいたします。 

 ○池田委員 一部関連するかもしれませんけれども、事務局のご説明ですと、電気伝導度

がかなり中心になって、処分場と関連があるかどうかという評価をされている

ようですが、電気伝導度の測定の頻度はどういうものなんでしょうか。例えば

ヒ素とかであれば、何回はかって何回超えたということがあって、大体こうい

う頻度なのかなとわかりますけれども、電気伝導度もその前後、特にその前の

季節とか気候、雨が降った後とかいうことによって当然変化するわけですか

ら、これのデータが１回の測定だったら、それをもって何にも言えないと思い

ますので、電気伝導度をそれほど重視するのであれば、何回はかったうちの平

均なのかとか、そういうことも当然示されるべきだと思います。 

  それと、これは地下水だけについて現在の県の見解をまとめられたものだと

思うんですけれども、地下水に物が入るというのは、当然その上なり上流に何

があるかということであって、処分場の中の埋め立てられたものの固形物に関
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しての把握をどのようにされているか、評価を現状でどうされているかという

ことも非常に重要になると思うんですね。それがあって、ここに帰結するのが、

地下水に全部落ちてくるということだと思いますので、これまで測定された固

形物、処分場内及びその周辺の土壌とか底質とか、そういった土まじりの廃棄

物に対して測定したものをどう評価するのかということも、ぜひ県の見解をま

とめられた上で専門委員会に諮られるのがいいと思います。 

  特に私が見た中では、土がまじった廃棄物の中でノルマルヘキサンという油

分が非常に高い濃度だったということであって、油分がこういう安定型処分場

に入ること自体そもそもおかしいわけですから、それがそのほかの固形物だけ

しかはかられていないのか、地下水あるいは浸出水、浸透水のようなところで

はどうだったのか、その油は何に起因するものなのかといったところがどこま

でフォローされているのかという点が１つです。 

それから、全体に関連する問題として、現状のＲＤ処分場のモニタリングを

だれがどのように実施しているか。監視の主体、市がどこをどういう頻度で何

と何を監視しているか、あるいは県がどことどこについて何をどうやっている

か、そのほかＮＧＯとか市民団体とか研究機関がどういうことをやっているか

というのも一覧があると、それによってどこが漏れているかとか、どこが余り

にも手薄になっているかとか、そこが足りないのではないかということもわか

りやすいので、そういう資料もつくられればいいのではないかと思います。 

 ○木村委員 早川委員の質問の中で、医療廃棄物が埋め立て可能な時期があったというお

話でしたが、ＲＤ処分場に限ってはいつからいつまでが医療系廃棄物が埋め立

て可能な期間であったのか、教えてください。 

 ○中村室長 まず、池田委員からのご質問にお答えさせていただきます。 

電気伝導度を１つの数字だけ書き上げまして、誤解を招いて申しわけござい

ません。電気伝導度はすべて平均値で書かせていただいておりまして、それの

もとデータと申しますのが、この前お渡しいたしましたモニタリング調査の中

で、各井戸の結果についてざっと並べております。何回もはかっているケース

もございますけれども、井戸によりましては回数が少ないために、電気伝導度

が比較的少ない回数でもって平均してある事例もございます。ちなみに県 No.1

ですと、13 回の平均という形での数値になっております。 171、 175、 171、 

168、 170 といった数値が並んでおりまして、そういった中での平均値という

形で書かせていただきました。何回も申し上げますが、井戸によりましては回

数の少ないものもございますので、そういった分については、今後外部に出す

段階で配慮させていただきたいと思います。 

 それから、ノルマルヘキサン抽出物の関係で高い値を見かけたということで

ございますが、これまで県の方としてやりましたのが、ドラム缶が見つかった

ということで、ドラム缶の中身がコールタール、いわゆる油系のものであると

いったことから、周辺の油系を測定する方法として、ノルマルヘキサン抽出物

ということでやらせていただきました。 

  先生ご存じのように、ノルマルヘキサン抽出物は必ずしも油だけを選択的に
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測定できるものではないといったこともございまして、今後ドラム缶が埋まっ

ていた区域での調査の中で、どういった分析をすれば、一つの例として油汚染

の場所が確定できるのかといったことにつきましても、専門部会の先生に一度

ご相談させていただきたいと思っているところでございます。 

  もう１つ、地下水のモニタリングの分担の関係でございます。前回出させて

いただきましたモニタリングの結果につきましては、これまで県が行ってまい

りましたモニタリングと市、特に栗東町時代からのものも含めまして、この中

であわせて整理いたしました。そういった意味では、県の分担と市の分担が非

常にわかりにくいことになっているわけでございますが、県 No. 何とかと書い

ているものも、あくまで県が最初掘った井戸でございまして、調査については

栗東市が市の調査の一環のなかでやられているケースもあるということもご

ざいまして、その部分につきましては今後考えていきたい。また、住民団体の

方ではかられたものもあるのではないかといった情報もあるわけでございま

す。可能な限りそういった情報が集められれば、そういったこともひとつ検討

していきたいと思います。 

  それから、木村委員からの医療系廃棄物の問題でございます。産業廃棄物の

問題というのは、当初は、ある意味でいうと廃棄物という形で捨てられる分が

あったんですが、特別管理産業廃棄物の制度が平成３年にできております。そ

の中では、例えば油関係でも揮発性の高い危険なものとか、酸性でもｐＨの極

端に低くて扱うのが非常に危ないもの、アルカリでも高いもの、そういったも

のが特別管理産業廃棄物として定義されております。 

  そのときに、医療系廃棄物につきましても、例えば血液が付着している感染

性の状況のものがあるとかいったことにつきましては、あくまでも病院のお医

者さんの判断の中で、これは危険だというような判断の場合は、特別管理産業

廃棄物、医療系廃棄物として適正な処分をしていくということになるわけでご

ざいます。 

ただ、逆に申しますと、それ以前につきましては、点滴用のものがあるとか、

点滴のプラスチックは今でも医療系の特別管理産業廃棄物かどうかというのは

別問題といたしまして、医療系から出てくる廃棄物そのものの中でも、いわゆ

る廃プラスチックとして、すべてがそういう形で処理された時代も現にござい

ます。今、手元にないんですが、平成３年以前の話だろうと思います。そうい

ったことを考えますと、ＲＤ処分場の中でもそれ以前から埋め立て行為をされ

ていたということでございますので、処分場の中で埋められている、現在見た

ところの医療系廃棄物がどの時点かということがなかなか判然としない状態で

あれば、ちょっと難しい部分は出てくるというふうに思っています。 

 ○當座委員 先ほどの硫化水素のガスのことなんですが、周辺に影響があるかないかとい

うところを考えていただきたいというお話があったわけですけれども、県がこ

の問題に関して対応方針を出されていて、その中に廃掃法に基づいて対策を策

定していくと。その廃掃法の中に、この処分場も安定型処分場なわけですけれ

ども、廃止届が出されていて、廃止という状態になるのに廃止基準というのが
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あると思うんです。その基準の中にガスに関しても、どういう状態でなければ

ならないというような文言があると思いますし、そのあたりをきちっと踏まえ

てというか、対応を考えていかなくてはいけないんじゃないかなと思っている

んです。 

 もう１つ、調査結果と考察の３の方ですが、Ａ－１区域とＡ－２区域で先ほ

ど説明があったわけですけれども、ケーシング調査を２カ所していただいて、

その結果として、溶出試験は超過する項目がなかったということで出ているわ

けですが、ＶＯＣ、揮発性の物質に関しての分析というものが十分なされてい

ないので、右の方の不足している事項としては、その部分をきちっと調べると

いうことを挙げておいていただきたいなと思います。 

 ＶＯＣに関して話をさせてもらえれば、去年の３月にコアボーリングの調査

をしていただいて、そのときに浸透水から基準の 1.3 倍のベンゼンが検出され

ているということもありますので、その原因があるのかないのか、どのあたり

までそういうものが影響しているのかということは調べていただきたいと思

います。 

浸透水のところで、浸透水分析として、右の方に地下水と同様に、ＳＳとの

関係について検討する必要があると書かれているわけですけれども、廃掃法の

中で、浸透水というのは、ろ過して調べた結果を評価するということにはなっ

ていないと思うんです。県の方としては、浸出水と浸透水を分けて結果を出し

ておられるので、実際現場で重機で掘ったときに出てきた水、ＳＳが高い水と

いうこともあって、こういう記載をされているのかなと思ったりもしますけれ

ども、根底にあるのは、ここは安定型処分場で、廃掃法に基づいてどういうも

のが出てきて、これがおかしいのかおかしくないのか、違反しているのかどう

なのかということを見ていかなくてはいけないと思います。調べた結果に対し

て土壌基準なりいろんな基準を当てはめておられるというか、安定型処分場と

いうことで、持ってくる基準がないということで、いろんな基準を出しておら

れますけれども、そこをきちっと今後この委員会としても整理していかなくて

はいけないんじゃないかなと私は思います。 

 ○池田委員 先ほどの医療系廃棄物の許可期間というのは、特管廃棄物の場合、許可事業

ですから、それがいつからいつというのは明確にわからないとおかしいんじゃ

ないかと思うんですね。県が許可されるわけですから。特管廃棄物の指定の前

にどうしていたかわからないという話はわかりますけれども、少なくとも許可

期間というのは明確に示されるべきだと思います。 

先ほど私がモニタリングと申し上げたのは、ここに挙げられているような地

下水のモニタリングだけではなくて、周辺が住宅地であったり、農地があった

り、琵琶湖も近かったりするということで、もう少し定性的な意味での地下水

とか周辺の表流水、あるいは川などの生物、生態系的なものの観測、監視みた

いなものをやられている情報はないのかと。生活環境への支障ということが非

常に重視されていますが、それ以上に敏感なのが水生生物であったり動植物な

わけですから、そういうものの変化を細かく見ていくことは非常に重要なわけ
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で、そういうものの資料とかデータとかは、だれもモニタリングしていないの

か。この間、非常に長い年月がたっているわけで、そういうものもきちんと蓄

積されていれば、科学的な部分でだけ挙がってきた数値、データからは言えな

いものも当然あるわけですので、そういうものも貴重なデータ、資料として見

ていくことが重要なのではないかと。モニタリングは何も地下水の水質だけで

はない。においの問題もあるし、微生物とか水生生物、動植物の変化というも

のもありますし、そこに住んでいる方でなければわからないいろんな変化とい

うものをきちんとフォローアップしていくことも重要なのではないかと思いま

す。 

 ○中村室長 まず、當座委員からの埋立処分場の中にあるガスの問題として、いわゆる廃

止の基準との関係でのご質問だと思います。先ほども申し上げましたとおり、

あの埋立処分場は、まだ内部が温度が高い状態が続いているということから、

廃止の基準は現在満たしていない状態でございます。廃止の基準ということで

あれば、温度が通常より異常に高くないこととか、ガスが継続して上昇しない

こととか、幾つかの基準がある中で、現時点ではまだ廃止の基準を満たしてい

ないというようなことでしか、ちょっとお答えのしようがないのかなと思って

おります。 

  それと、ＶＯＣ等を測定した後のフォローアップの調査にかかわる話だと思

いますけれども、これまで県の方で表層ガス調査とか幾つかの調査をしていく

中で、ＶＯＣ等が検出された場合につきましては、その濃度の高いところの坪

掘り調査を通常やってきた経過がございます。今回、ここに挙げさせていただ

きましたものは、ＶＯＣの後に坪掘り調査でやらせていただいたもの、場合に

よってはその地域の中の井戸からくみ上げた水、いわゆるごみの中に入ってい

た浸透水というようなもののデータも記入させていただいたということでご

ざいます。 

  もう１つ、池田委員からのいわゆる特管物との関係でございます。ＲＤ処分

場は、これまで安定型処分場として許可しただけでございまして、特別管理産

業廃棄物の埋め立てについて認めた期間はございません。 

  ただ、先ほど申し上げましたのは、特別管理産業廃棄物の制度が開始される

前に埋められた分についてはよくわからないということがいまだに残ってい

るということを申し上げたということでございます。 

それから、ＲＤのもたらす周辺環境への影響の中で、化学分析だけで判断す

るのではなしに、動植物の生態とかそういったものでの調査がどうなんだとい

うご指摘だろうと思います。これにつきましては、かつて栗東市の方で経堂池

の調査ということで、水生生物の調査、底生生物の調査が平成 12 年、13 年ご

ろに行われております。このあたりのデータにつきましても詳細に検討した上

で考えていきたいと思います。 

 ○岡村委員

長 

本日の委員会は、一応４時半までを予定いたしておりましたけれども、その

時刻も近づいておりますし、また専門部会のご審議を経た上でご質問した方が

いい点もあるかと思いますので、どうしてもという方、あとお１人か２人とい
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うことでお願いします。 

 ○早川委員 こういう形で調査の不備をいろいろ議論していたら、いつまでたっても解決

には届かないんですよね。８回のうち、もう２回使ってしまったわけで、あと

６回分しかないんですよ。こういうことをやったら、非常に非効率だと私は思

います。 

  地下水が汚染されているということがわかれば、後は、対策を考えるのは水

をどうやって入らないようにするか、それから流れないようにするかというこ

とだろうと思います。そういう話に持っていかないと、細かいことをやってい

たら切りがないと私は思います。 

  お願いしたいのは、もっと全体的なことをしっかり把握してもらいたいんで

す。木を見て森を見ないような議論ばっかりなんですね。結局、あの処分場で

だれか有害なものを埋めた人がいるわけですね。その人に聞き出せばいいんじ

ゃないですか。何を埋めたんだということ、そういう調査をやった方が、現実

から見るよりずっと早いです。県は、そういうことをやったのか、やっていな

いのか。やってもわからなかったら、わからなかったでいいんですが、そうい

うことをまずはっきりしていただきたい。 

それから、水の問題だけではないです。全体的な話をしなければいけないん

です。きょうも話しました焼却炉の問題があります。今までの改善命令がうま

く実行されなかったという支障を除去していかなければいけません。それから、

今、あそこの土地は管財人の管理になっています。その辺の問題もしっかり把

握しておく必要があります。もっと全体的な話、水がどうだこうだという細か

い話じゃなくて、大まかにあの処分場の問題は何なのかということを整理して

出していただきたい、そういうふうにお願いいたします。 

 ○伊藤委員 最後に、少し質問させていただきます。 

  特措法適用に当たって、この委員会は１年で提言書をまとめて出すというこ

となんですけれども、その中で環境省と打ち合わせを随時していきながら、そ

の提言書ができ上がった段階ではすぐに、平成 20 年度から是正に入りたいと

いう県の意向でありましたけれども、それが本当にできる体制で進んでいくの

か、またそれができない場合は、応急措置と恒久措置２つあわせて、ダブルで

考えていくということが必要かなと思います。これから委員会を進行するに当

たって、そこらの状況も踏まえて、より早く解決できるような道筋をつけてい

っていただきたいなと思います。 

  それと、３枚目の調査結果と考察でどうしても我慢がならなかったことが３

点ほどございます。それは、Ｃ－２区域で含有試験で鉛が土壌基準を超過して

いたために、この廃棄物は粘土層で封じ込め処理をさせたと、いかにも完結形

のように書かれているわけなんですけれども、当然この処分場は鉛があってい

いというものではございません。あくまでも仮に封じ込めているという表現を

もって書かれてほしいなということです。 

 全体のところでも、これらに付着混入したと思われる木くず、金属くずです

が、北尾の法面をセットバックしましたときに、木くずと言えないような大量
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の解体された柱、梁みたいなものが、私が見たときでもトラックで何台分ぐら

いあったでしょうか、その量を付着混入と書かれるということは、私は非常に

おかしいなと思っております。 

 それと、先ほど池田委員から出ましたノルマルヘキサンの件ですが、掘って

いらっしゃったときに、下から大量のビニールシートが掘り出されておりま

す。これを現認されている方、當座委員も早川委員もそうですけれども、県の

職員さんも栗東市の職員さんも含めてたくさんの方が見ていらっしゃると思

います。油でぎらぎらしているような状況を、見ておられた職員さん自身が油

分でもないというふうに言われるのは非常に心外やなと私は思っております。

 ○中村室長 すべてに答えられるかどうかわかりませんが、まず埋め立て全体をざくっと

とらえてという話もありましたが、私どもといたしましては、ＲＤ処分場がど

ういう状況であるのかといったようなことをきちっと調べて、それに向けて、

今後どういった対策があそこで必要であるのかといったことをこの委員会の

中で検討していっていただきたいという思いの中で、全体を大まかにとらえる

ものではなしに、どういった問題がこれまで起きていて、今後起きないように

するためには、どうした方法が必要なのかといったような点での追加調査等々

も必要ではないかと考えております。 

 それから、いろんなものが埋められた、だれかが埋められた、わかっている

はずだからといったようなご指摘につきましても、現在責任の追及という考え

方の中で、どういうものがここに持ち込まれてといったようなことにつきまし

ても、委員会とは別に行政として、廃棄物処理法を所管する県として調査する

必要がありますので、そのあたりは継続して調査しているという状況でござい

ます。 

 伊藤委員の方からございましたのは、この委員会の中で検討し、いろいろ調

査等もやっていく中で、本当に間に合うのかといったご指摘と受けとめさせて

いただきました。私どもといたしましては、この委員会ができるだけ効率よく

といいますか、そういった考え方のもとで動いていけば、調査等につきまして

も当然のことながら効率よくやっていける要素はあり、現状をきちっとした科

学的な裏づけのもとで調査するという考え方のもとで進めていきたいと思っ

ております。 

 それから、深掘り地点での鉛の問題でございます。鉛は、その部分をあくま

でもくるんで置いたといったようなことでございまして、先ほど申し上げまし

た中には、まだ鉛がいろいろ検出されている分もございますので、そういった

鉛の問題につきましても全体として考えていかなければならない問題になる

んじゃないかなと思っています。 

 付着混入の件につきましては、私どもも、明らかに木くずが木くずとして埋

められたといったような状態を西市道側の方で確認したのは事実でございま

す。ただ、木材とはいうものの、これまでそういったものがどういった形で持

ち込まれたということが判然としない。例えば梁みたいなものが何十本という

ような状態であったというふうには聞いておりませんし、そういったものが持
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ち込まれた状況から考えますと、何らかの形での混入、そんな梁みたいな大き

いものが混入するのかといったご指摘はあるかもしれませんが、木くずを木く

ずとして埋めたというのが、現時点では西市道側のああいったところの問題の

一つとしてあったのかなと。 

 ただ、付着混入といえども、違法は違法です。そういったものにつきまして

は、改善命令のときに掘り出し、埋め戻させる際には、ＲＤに対しまして、そ

ういった中から木くず、金属くず等についてはできる限り撤去させたというこ

とで対応してきたところでございます。 

それから、ノルマルヘキサンの関係で先ほど説明させていただきましたが、

舌足らずで申しわけございません。当然、私どもも現場に立ち会い、油まみれ

のものも確認しておりますし、油分はあったというふうに考えております。た

だ、油分が余り検出されなかったところでもノルマルヘキサンが結構高い値を

呈しているということから、ノルマルヘキサンそのものの、分析の宿命といい

ますか、硫黄成分についてもノルマルヘキサンに抽出されるというふうな状況

を聞いている中で、油の分析としてノルマルヘキサンが絶対的に優位なものか

といったような観点から考えますと、そこには一定何らかの問題はあるのでは

ないかなといった意味で申し上げたことで、西市道側のところで決して油分が

なかったとかいったような形での説明をさせていただいたつもりはなかった

と。舌足らずでまことに申しわけございません。 

 ○池田委員 木くずの問題とも関連しますが、本来有機物を入れてはいけない安定型処分

場から、地下水を見てもＣＯＤが非常に高かったりするということなので、窒

素分、炭素分、塩類をしっかり調べなければいけないんですけれども、どうも

見たところそれがない。 

それから、油分については、１万 8,000ppm のノルマルヘキサンがあるとい

うことは、何らかの油分があるということなので、その次のステップとして、

ＴＰＨとか石油系のものがないかとかいうのを早くやっておかないと、揮発性

のものもあるわけですから、後からではもう間に合わないケースもある。そう

いうものを臨機応変に、次に何をやるべきかという判断が非常に求められるの

で、それが今からどこまでできるかというのはありますけれども、いずれにし

ても、今まで膨大な調査をなさっている中で今回出てきたのが地下水に対する

評価だけだったというのは、私も非常に残念なので、そのあたりをもう少し全

体的なまとめをされて、専門部会の方に諮られないと、専門委員の皆さんも地

元でない方々は、いきなり生の膨大なものを出されても難しいと思うんですね。

そのあたりをきちんと整理されて、委員会をしていただくことが重要ではない

かと思います。 

 ○當座委員 きょう、この資料をいただいて説明いただいて、言いたいことはもっとある

んですけれども、次に専門部会にこれを諮られるということで、考察の３の全

体のところで不足している事項を挙げておられて、廃棄物量を確認するための

ボーリング調査が必要とか、そういうふうに書かれていますが、追加調査とし

て何をするのかというところを次回の専門部会で議論されるのかなと思うんで
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すけれども、それまでにこれを読ませていただいて、ここはこうじゃなかった

ですかという意見を、私がまとめて事務局の方に提出させていただいたら、そ

れを専門委員の先生方に送っていただくということはできますでしょうか。 

 ○岡村委員

長 

それは可能ですよね。 

 ○中村室長 そういう形でさせていただこうと思います。 

 ○岡村委員

長 

池田委員のご発言についてはどうですか。 

 ○中村室長 池田委員の方から塩類の調査が必要ではないかということでございます。一

部ヘキサダイヤグラムを出し、地下水の動きを見んがために、ナトリウムとか

カリウムとか塩素イオン等々について分析した事例はございます。ただ、正直

申しまして、ヘキサダイヤグラムの中では埋立処分場の影響が及びそうなとこ

ろでの判断は非常に難しかったということではなかろうかと思っています。今

後、そういった調査が必要かどうかにつきましても、またご意見をいただけれ

ばというふうに思っております。 

  それから、ノルマルヘキサン抽出物につきましては、値の多いものはそれな

りの油ということで判断する必要もございますけれども、ノルマルヘキサン以

外での油分の測定方法も幾つかあると思います。ノルマルヘキサンも、ある意

味でいいますと、過去からの調査の中では非常に重要視されてきたこともござ

いますので、どういった形での調査、どういう方法を選べばいいのか、そのあ

たりも専門部会の中でご意見をいただければと思っています。 

この資料の中で地下水以外の調査についても整理して出せと、そのあたりに

つきましては、整理の仕方をいろいろ事務局の方として検討させていただきた

いと思います。 

 ○岡村委員

長 

まだほかにご意見、ご質問もあるかと思いますが、議題（２）につきまして

は、一応これまでということにしたいと思います。 

  それでは、議題（３）その他の事項に移ります。 

  まず最初は、本日配付されました資料のうち、委員からの配付資料について

でありますけれども、それぞれ配付された委員、まことに申しわけございませ

んが、時間も押しておりますので、手短にご紹介のみお願いいたしたいと思い

ます。 

まず、當座委員、お願いします。 

 ○當座委員 地下水、浸透水のモニタリングの結果が県の方から出ているんですけれども、

モニタリングされたときに現場の方で立ち会いまして、そのときにどんなふう

に採水していただいたのかということをまとめてある資料です。初めと最後で

随分時間がかかって採水していただいていますけれども、安定して水をとって

いただいているということと、ＶＯＣに関しては、きちっとＶＯＣを測定する

ための容器にベーラーから直接入れていただいたりという形で、立ち会ってチ

ェックもさせていただいているような状況を書かせていただいていますので、

ぜひ一度目を通していただけたらありがたいです。 
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 ○岡村委員

長 

では、竹口委員、お願いします。 

 ○竹口委員 住民から見た視点での資料をつくりました。それと、硫化水素発生以後、こ

れはおかしいということで、元従業員の証言を集めました。それがこの証言集

です。それと、写真を２枚用意しました。ドラム缶掘削時の写真と当初の写真

です。証言集の中にＡ４を２枚用意させていただきました。時間があると説明

なりするんですが、きょうは大幅に時間が過ぎていますので、次回にいたしま

す。十分目を通していただいて、県の説明と比較検討していただくとありがた

いと思います。 

 ○岡村委員

長 

わかりました。ぜひご参考になさってください。もしご質問等ございました

ら、次回のときにお願いいたしたいと思います。 

  ほかに何かご意見はございませんでしょうか。なければ、この件につきまし

てはこれまでにいたしまして、これで本日予定いたしておりました議事は終わ

るということになりますけれども、特にご意見があれば……。 

 ○早川委員 前回も欠席されて、今回も来られなかった委員さんがいらっしゃいます。ど

うやって日程を決めているのかわかりませんけれども、なるべくこれまで来ら

れない方を優先して日程調整をしていただきたい。皆さんお忙しいのはわかる

んですけれども、委員として選ばれた方が平等に発言する機会を保障するのが

事務局としての役割だろうと思います。それが１点目です。 

 もう１つ、いつも時間がないので、もう少し時間をとって一日でもいいです

から、午前中から始めて、お昼を挟んでというような時間をとってもいいと思

うんです。地元としては、頑張ってほしいというのが正直なところです。そう

いう形での会議開催を事務局も検討してください。 

 ○岡村委員

長 

大変難しいことだと思いますけれども、またご考慮いただけたらと思いま

す。 

  ほかにございませんでしょうか－－。 

  それでは、これをもちまして第２回の委員会を終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。 

  この後、事務局から連絡事項があるようでございますので、よろしくお願い

いたします。 

（３） 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

○司会 ３点ばかり事務局から連絡をさせていただきます。 

  第１回委員会の概要と議事録をきょうお配りさせていただいております。概

要につきましては、既にホームページで公表させていただいている内容でござ

いますが、議事録につきましては、各委員に確認をさせていただきまして、修

正したものを本日配付させていただいております。 

  もう１枚、資料を配らせていたただいているんですが、先ほど早川委員のご

発言もあったんですが、次回委員会及び専門部会の日程調整を行いたいと思い

ますので、別紙にご都合をご記入いただきまして、返信用の封筒またはファク

スで事務局までご提出いただきますようにお願いいたします。相当幅広い期間

を聞かせていただいておりますが、ひとつよろしくお願いいたします。 
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３． 

閉会 

   それと、委員の皆様へ私どもから郵便物を送る場合に、勤務先へ送らせてい

ただいている方もおられます。例えば休み等でこの期間は勤務先ではなく自宅

の方へということでありましたら、先ほどの日程調整連絡票の方に送付先を改

めてご記入いただきますように、ひとつよろしくお願いいたします。 

事務局からの連絡は以上でございます。本日は長時間どうもありがとうござ

いました。 

 

以 上 


